
§６ 専用水道等監視指導事業 

厚生労働省は、平成21年４月１日に基準項目50項目からなる新たな「水質基準に関する省令」を施行、また水質管

理目標設定項目29項目を定めた。市民の水に関する最大の関心は供給される水の安全性・快適性であるため、本市で

は、専用水道・簡易専用水道の監視指導等を実施し、衛生確保に努めた。 

表242 対象施設 

 21年度 22年度 23年度 川 崎 幸 中 原 高 津 宮 前 多 摩 麻 生 

専用

水道 

（ 受 水 型 ） 18 18 18 2 5 1 - 3 3 4 

（ 自 己 水 源 型 ） 14 16 16 3 - - - 2 5 6 

簡 易 専 用 水 道 3,329 3,244 3,198 687 319 555 500 470 376 291 

用 
 

途 
 

別 

共 同 住 宅 1,935 1,866 1,826 269 194 303 329 331 227 173 

事 務 所 212 213 209 86 22 42 23 11 14 11 

店 舗 125 124 125 32 10 16 23 12 19 13 

学 校 289 292 287 39 30 50 37 39 54 38 

工 場 61 60 59 35 4 9 10 1 - - 

病 院 52 51 51 12 8 13 6 3 3 6 

旅 館 51 49 50 32 2 8 4 4 - - 

興 行 場 18 17 15 8 2 2 - 1 1 1 

寮 110 103 103 9 10 29 15 26 10 4 

集 会 場 2 2 1 - - - 1 - - - 

併 用 219 210 203 72 21 43 3 16 27 21 

そ の 他 255 257 269 93 16 40 49 26 21 24 

災害時飲料水協力受水槽(再掲) 184 184 184 36 22 32 22 25 22 25 

資料：健康安全室 

表243 検査・指導 

 
検査指導 

延 件 数 

施設検査数 

（再掲） 

施設検査結果（内訳） 指 導 票 

交 付 数 良  好 一部改善 要 改 善 そ の 他 

総     数 1,026 697 702 45 12 14 1 

専用

水道 

（ 受 水 型 ） 60 17 15 2 - -  

（ 自 己 水 源 型 ） 72 32 20 8 2 2 - 

簡易専用水道 894 648 667 35 10 12 2 

用 
 

途 
 

別 

共 同 住 宅 278 199 195 - 1 3 - 

事 務 所 74 57 52 3 1 1 1 

店 舗 66 62 60 2 - - - 

学 校 89 8 58 19 5 2 1 

工 場 19 6 6 - - - - 

病 院 10 5 5 - - - - 

旅 館 97 93 87 3 2 1 - 

興 行 場 18 18 13 3 - 2 - 

寮 10 6 6 - - - - 

集 会 場 1 1 1 - - - - 

併 用 70 59 56 3 - - - 

そ の 他 162 134 128 2 1 3 - 

注）施設検査結果（内訳）のその他は、全ての検査項目を検査できず、判定不能であった施設等を計上。 

資料：健康安全室 
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